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●住宅着工戸数の推移 

足元の住宅着工戸数の推移をみると、全国的には鈍い動きが続く中、関西は前年を上回る動きとなって

いる（図表 1）。ただし、実態としては、分譲住宅の急増が主な要因である。分譲住宅は月ごとの変動が大

きいことから、増加傾向が今後も続くかどうかは定かではない。 

 それ以外の動きに大きな変化はなく、かねてからの傾向であった、

貸家と持家のトレンドの乖離も解消されていない（図表 2）。どちらか

といえば、逆に広がる形となっている。 

 

●貸家と持家の推移のギャップ 

この両者の乖離は、持家の不調が一因であり、今次景気の特徴を表

したものともいえよう。持家は、居住を目的として建築主が自分で建

築するものであり、着工のタイミングは建築主が決める形となる。つ

まり、足元の所得環境や今後の見通しに左右される部分が大きい。 

今次景気では所得の回復の遅れが指摘されていることから、持家の

動きの鈍さとも、ある意味で整合性は取れている。 

 一方、貸家については、景気による影響もさることながら、最終的

には賃貸事業の収支を重視する傾向が強い。金利の動向や税制などが

一つのカギを握るため、近年の低金利によって追い風が吹く形となっ

ている。 

 

●次の消費増税に向けて 

貸家と持家のトレンドの乖離については、関西特有の動きではな

く、首都圏や中部圏でもみられる（図表 3）。もちろん、これらのすべ

てが所得要因に起因するわけではなく、その他の要素による影響も無

視できない。ただし、乖離が始まったのは 2014年 4月の消費増税か

らであり、所得要因の影響が大きいことは認識しておくべきであろ

う。 

一方、ここへきて次の消費増税が迫りつつある。2019年10月の増

税を前に、年内にも方向性が示される見通しである。住宅市場への影

響については、まずは駆け込み需要に注目が集まりがちであるが、増

税後の動きもあらかじめ想定しておく必要があろう。ここまでみてき

たとおり、持家の着工は、前回の増税前の水準にすら戻っていない。

次の増税によって所得環境の悪化を招けば、その後の住宅需要は、駆

け込み需要の反動減を上回る影響を受けることになろう。 

 

テーマ：いまだに低迷が続く持家の着工 

～貸家との乖離はさらに拡大～ 
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